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議
会
で
性
急
な
結
論
を
出
す
べ
き
で

な
い
た
め
、
継
続
審
査
と
す
る
こ
と

を
提
案
す
る
。

■
反
対
討
論

本
市
の
財
政
は
再
建
計
画
以
上
に

改
善
し
て
お
り
、
値
上
げ
を
据
え
置

く
財
源
は
十
分
に
あ
る
。
現
在
の
７

３
０
０
円
で
も
全
国
的
に
高
く
、
国

民
の
所
得
調
査
で
も
高
知
県
は
全
国

最
下
位
ク
ラ
ス
に
あ
る
中
で
、
本
市

の
子
育
て
世
帯
の
経
済
状
況
が
非
常

に
困
窮
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。今

回
の
値
上
げ
は
、
潜
在
的
待
機

児
童
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
と
判
断

し
反
対
す
る
。

■
賛
成
討
論

事
前
に
保
護
者
へ
の
説
明
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
教
育
長

の
陳
謝
が
あ
っ
た
こ
と
、
児
童
ク
ラ

ブ
の
運
営
や
保
護
者
負
担
の
在
り
方

の
協
議
を
行
う
新
た
な
委
員
会
の
設

置
に
つ
い
て
明
確
な
答
弁
が
あ
っ
た

こ
と
、
委
員
会
で
は
異
例
の
採
決
延

期
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
今

議
会
で
条
例
改
正
議
案
が
可
決
さ
れ

る
こ
と
で
、
今
後
の
課
題
対
策
や
予

算
計
上
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き

る
こ
と
な
ど
を
勘
案
し
、
賛
成
の
判

断
を
し
た
。議

員
報
酬
も
削
減

９
月
定
例
会
で
は
、
地
方
交
付
税

削
減
に
伴
い
、
職
員
給
与
を
減
額
す

る
条
例
議
案
の
提
出
を
受
け
、
議
員

も
平
成
25
年
12
月
の
期
末
手
当
を

６
万
円
減
額
す
る
条
例
議
案
を
提
出

し
、
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

審
議
日
程
（
９
月
定
例
会
）

10
日

開
会

　

市
長
提
出
議
案
提
案
理
由
説
明

13
日　

個
人
質
問

　
　

清
水
お
さ
む
（
新
風
ク
ラ
ブ
）

　
　

土
居
ひ
さ
し
（
新
こ
う
ち
未
来
）

　
　

浜
川
総
一
郎
（
新
風
ク
ラ
ブ
）

　
　

竹
内
千
賀
子
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

　
　

江
口　

善
子
（
日
本
共
産
党
）

17
日

　
　

平
田　

文
彦
（
新
風
ク
ラ
ブ
）

　
　

川
村　

貞
夫
（
新
こ
う
ち
未
来
）

　
　

髙
木　
　

妙
（
公　

明　

党
）

　
　

下
本　

文
雄
（
日
本
共
産
党
）

　
　

岡
田　

泰
司
（
日
本
共
産
党
）

18
日

　
　

西
森　

美
和
（
公　

明　

党
）

　
　

下
元　

博
司
（
日
本
共
産
党
）

　
　

上
田
貢
太
郎
（
新
こ
う
ち
未
来
）

　
　

福
島　
　

明
（
新
こ
う
ち
未
来
）

19
日

　
　

寺
内　

憲
資
（
公　

明　

党
）

　
　

氏
原　

嗣
志
（
新
こ
う
ち
未
来
）

　
　

深
瀬　

裕
彦
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

　
　

田
鍋　
　

剛
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

20
・
24
・
25
・
26
日　

常
任
委
員
会

27
日　

委
員
長
報
告　

　

継
続
審
査
の
動
議　

討
論　

採
決

人
事
議
案
提
案
理
由
説
明　

採
決

閉
会

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
以
下
「
児

童
ク
ラ
ブ
」）
と
は
、
児
童
福
祉
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
仕
事

等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
、
お

お
む
ね
10
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
、

授
業
の
終
了
後
等
に
、
適
切
な
遊
び

や
生
活
の
場
を
与
え
て
、
健
全
な
育

成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る

も
の
で
す
。

本
市
で
は
35
の
小
学
校
で
68
の
児

童
ク
ラ
ブ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

個
人
質
問
で
は
、
児
童
ク
ラ
ブ
の

保
護
者
負
担
金
の
改
定
に
つ
い
て
の

条
例
改
正
議
案
が
提
出
さ
れ
、
活
発

な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

	

保
護
者
負
担
金
改
定
の
経
緯

と
負
担
割
合
の
考
え
方
に
つ
い
て
聞

く
。

	

平
成
13
年
４
月
の
改
定
の
際
、

高
知
市
児
童
ク
ラ
ブ
保
護
者
連
合
会

（
以
下
「
ほ
ご
れ
ん
」）
か
ら
陳
情

を
受
け
る
な
ど
、
算
定
基
準
の
見
直

し
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
14

年
３
月
に
、
施
設
整
備
費
等
を
公
的

負
担
、
お
や
つ
代
を
保
護
者
負
担
と

し
、
人
件
費
等
の
運
営
経
費
は
行
政

と
保
護
者
で
２
分
の
１
ず
つ
負
担
す

る
新
た
な
算
定
基
準
を
定
め
た
。

13
年
４
月
以
降
、
保
護
者
負
担
金

は
７
３
０
０
円
に
据
え
置
い
て
き
た

が
、
20
年
度
か
ら
待
機
児
童
ゼ
ロ
に

向
け
て
児
童
ク
ラ
ブ
の
新
設
等
を
進

め
て
き
た
こ
と
等
に
よ
り
、
児
童
ク

答

ラ
ブ
数
が
倍
近
く
に
増
え
、
人
件
費	

な
ど
全
体
的
な
運
営
経
費
も
13
年
度	

よ
り
約
３
億
円
増
加
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
14
年
３
月
に
定
め
た
算
定	

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
結
果
、
８
０	

０
円
増
の
８
１
０
０
円
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
本
市
が
保
護
者
負
担
の
割

合
を
２
分
の
１
と
し
て
い
る
の
は
国

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
お
り
、
来
年

度
か
ら
保
護
者
負
担
金
が
改
定
さ
れ

る
と
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
等
へ
の

減
免
分
を
市
負
担
に
含
め
た
総
額
で

は
、
保
護
者
負
担
の
割
合
は
40
・
３

％
と
見
込
ま
れ
る
が
、
減
免
措
置
が

な
い
試
算
で
は
47
・
８
％
と
な
る
。

　

今
後
の
保
護
者
負
担
の
割
合
に
つ

い
て
は
、
本
市
の
減
免
措
置
が
な
い

と
試
算
し
た
上
で
、
お
お
む
ね
２
分

の
１
と
す
る
考
え
方
で
整
理
し
て
い

く
。

	

他
都
市
と
比
較
し
た
改
定
後

の
保
護
者
負
担
金
に
つ
い
て
聞
く
。

	

本
市
と
同
じ
く
公
設
公
営
で	

運
営
し
て
い
る
中
核
市
20
市
に
お
い	

て
金
額
の
み
を
比
較
す
る
と
、
８
１	

０
０
円
は
高
い
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。

　

な
お
、
国
の
23
年
度
調
査
に
よ
る

と
、
月
額
の
保
護
者
負
担
金
を
８
０	

０
０
円
以
上
と
し
て
い
る
児
童
ク
ラ	

ブ
は
、
全
体
の
28
・
９
％
と
な
っ
て

い
る
。

	

保
護
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て

聞
く
。

	

「
ほ
ご
れ
ん
」
か
ら
の
要
望	

答

を
受
け
、
話
し
合
い
を
毎
年
行
っ
て

お
り
、
保
護
者
負
担
金
に
つ
い
て
も
、

折
に
触
れ
て
話
し
合
い
の
場
の
設
定

を
求
め
る
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

必
要
に
応
じ
て
保
護
者
説
明
を
行
う

と
回
答
し
て
い
る
。

　

今
回
の
改
定
に
当
た
り
、
保
護
者

へ
の
説
明
の
機
会
を
調
整
し
て
い
た

が
、
実
施
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。
改

め
て
丁
寧
な
説
明
を
す
る
場
を
設
け
、

理
解
を
得
て
い
く
と
と
も
に
、
「
ほ

ご
れ
ん
」
と
協
議
を
行
う
新
た
な
委

員
会
の
設
置
に
向
け
、
準
備
を
進
め

て
い
く
。

　

定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
同
議
案
に
対
す
る
継
続
審
査
を

求
め
る
動
議
が
否
決
さ
れ
た
後
、
賛

成
・
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
し

ま
し
た
。

■
継
続
審
査
の
動
議

　

教
育
委
員
会
が
、
必
要
に
応
じ
て

保
護
者
へ
の
説
明
会
を
行
う
と
の
約

束
を
誠
実
に
履
行
せ
ず
、
議
会
が
閉

会
す
る
間
際
に
お
け
る
、
わ
ず
か
１

回
の
説
明
会
開
催
で
は
、
説
明
責
任

を
果
た
し
た
と
は
言
え
な
い
。

　

保
護
者
に
対
し
て
、
教
育
委
員
会

は
し
っ
か
り
と
説
明
責
任
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
今

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
保
護
者
負
担
金

の
改
正
議
案
を
可
決

あいうえお

問

問問答


